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◎
✓商標権は各国・地域ごとに取得が必要(属地主義)

✓商標権は早い者勝ち
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！
模倣品に対抗できない

自社のブランド名を先取り出願(冒認出
願)されるリスクあり

海外企業から権利侵害で訴えられるリス
クあり

ECサイトで商品を販売できない可能性あ
り(出店する際にECプラットフォーマーから商標登録の

証明を求められるケースが多い)

事業展開先で  商標権を取得していれば…

商標権を取得していないと…
模倣品を排除できる(税関での輸入差
止め、警告状送付、訴訟)

冒認出願を排除するコスト不要

安心して自分の商標を使える

ECサイトの求めに応じて商標登録の証
明を提出して出店可能

金融機関からの資金調達に有利(事業
性評価に生きる)

海外における商標保護の重要性
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マドリッド制度とは？

➢ 商標の国際出願・登録の手続きを定めた制度

➢ 本国における出願又は登録を基礎として、本国官庁に一つの出願をすることで、
マドリッド協定議定書に加盟する複数国に同時に出願するのと同等の効果を得る
ことができる

➢ 保護が認められるか否かの判断は各指定国が行い、商標権の権利内容・権利行使は、
各指定国の法律に基づく

➢ 国際登録の更新や名義人の変更などの各種管理手続きを一括で行うことができる

➢ 国際登録後に新たな国を追加で指定（事後指定）し保護を拡張できる
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米国

欧州

豪州

基礎商標

（日本）
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直接出願とマドリッド制度の比較

*出願日：マドリッド制度では、国際登録出
願を本国官庁が受理した日から２ヶ月以内
に国際事務局が受理したときは、本国官庁
の受理日が国際登録日となり、国際登録日
が各国への出願日とみなされる。

＜出願時＞

5
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マドリッド出願の条件と留意点

➢ マドリッド制度を利用して海外へ出願するには、本国官庁（日本国特許庁）にお
いて基礎商標（日本国特許庁への国内出願又は登録）を有していることが必要。

➢ マドリッド出願では、①商標は基礎商標と同一、②商品・役務は基礎商標の商品
・役務と同一又はその範囲内、③出願人は基礎商標の出願人又は名義人と同一、
でなければならない。

➢ 国際登録日から５年を経過する前に基礎商標が減縮・拒絶・無効などになった場
合は、国際登録も基礎商標が減縮・拒絶・無効などとなった範囲内で取り消され
る（国際登録の基礎出願・登録への従属性）。その場合は、取消日から３ヶ月以
内は国際登録日の利益を保持したまま各国出願に移行可能。
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※従属性の影響で国際登録の一部又は全部が取り消されてい
る（Cancelled by CE）しているケースの大半は、出願中の
商標を基礎としているケース。第三者からの異議、無効審判
、不使用取消審判などにより消滅（Cancelled by Central 
Attack）するケースは非常に少ない。
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マドリッド制度のメリット
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✓ 願書１通で複数国に出願できる

✓ 英語(*1)で出願できる（各国ごとの翻訳不要）

✓ 出願時に現地代理人は不要(*2)

✓ 優先権主張する場合、優先権証明書の取得・提出が不要

✓ 料金支払いはWIPOへ一括して行う（各国ごとの支払い不要）

✓ 本国官庁の受理日が各国への出願日(*3)となる（出願日の早期確保）

✓ 更新、名義・名称・住所など変更の手続きはWIPOに一括して行う

✓ 国際登録をもとに事後指定（出願先の国を追加）が可能

✓ オンラインサービスの充実（更新、各種変更などのオンライン手続き可)

出願

管理

費用の削減

手続きの簡素化

(*1) 日本から出願する場合。

(*2) 指定国官庁から拒絶理由が通知された場合、応答には現地代理人が必要となるケースが多い。

(*3) 本国官庁が出願を受理した日から２ヶ月以内に国際事務局が受理した場合。
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➢ 出願先の国がマドリッド加盟国か

➢ 同一商標で国際展開する商品・サービスか

  ・コーポレートブランド、ロゴマーク、英語名のペットネームなど

➢ 事業展開先の国数

  ・２、３か国以上でコストメリットあり。

・将来的な見通し(事後指定の可能性)も要検討。

➢ 基礎商標との関係

  ・基礎商標が出願中の段階でマドリッド出願をする場合、基礎商標の登録可能性
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マドリッド制度を利用して出願する案件の選別

（参考）日本国特許庁における早期審査制度
一部の指定商品又は指定役務について出願商標を既に日本国内で使用していて、マドリッ
ド出願の基礎とする予定がある商標登録出願が早期審査の対象に含まれる。
• 申請が必要、無料
• 早期審査の申請から、約2か月弱で審査されている。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html
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マドリッド加盟国
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➢ マドリッド制度の加盟国は、114の国と地域で構成され、130か国をカバー
※2023年7月現在。EU（欧州連合知的財産庁）とOAPI（アフリカ知的財産機関）を含む

※すべての同盟国はマドリッド協定議定書に加盟。そのうち、55か国はマドリッド協定にも加盟

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf

     
近年の加盟：
        
2022年3月 ジャマイカ
2022年7月 チリ、カーボベルデ
2023年2月 ベリーズ
2023年5月 モーリシャス

➢ 現在も複数の国々がWIPOとマドリッド制度への加盟に向けて協議中。
今後も加盟国は増加していく見込み

➢ 世界貿易の約８割の経済圏に相当

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf
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統計情報：国際出願件数
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出典：Madrid Yearly Review 2023 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-940-2023-en-madrid-yearly-review-2023.pdf

69,000

⚫ 世界全体のマドリッド出願件数は69,000件で前年比 6.1%減

⚫ 国別（出願人住所別）では、米国(12,495件)、ドイツ(7,695件)、中国(4,991件)の順

⚫ 日本からのマドリッド出願件数は3,145件(第7位)で前年比2.6％減

国別のマドリッド出願件数（2022年）
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統計情報：指定国官庁別指定件数（2022年）

⚫ 昨年に続き、BREXITの影響で、英国への指定件数は第1位（32,567件）

⚫ 英国に続いて指定件数が多いのは、EU(31,368件)、米国(27,063件)、カナダ(22,093件)の順

⚫ 日本への指定件数は17,852(第6位)で前年比8.8%減

出典：Madrid Yearly Review 2023 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-940-2023-en-madrid-yearly-review-2023.pdf
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標章の国際登録に関する

マドリッド制度

マドリッド協定 (1891)

マドリッド協定議定書 (1989)

規則 (1996～)

実施細則 (2002～)

標章の国際登録に関するガイド

❑ 締約国の国内法及び規則

マドリッド制度の法体系

12



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

日本国特許庁のホームページにマ
ドリッド協定議定書、規則、実施
細則、ガイドの日本語仮訳が掲載
されています。

条約（議定書）の条文解釈や実務
の詳細は、規則やガイドに説明さ
れていることも多いので、制度に
ついてお調べになる際は規則やガ
イドもぜひご覧ください。

（参考）規則、ガイドなどの日本語仮訳

13
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国際登録出願のプロセス

(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査
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基礎出願
or 登録

実体審査

国際登録証
WIPOでの

記録及び通報

本国官庁 WIPO 指定国
指定国での決定: 

保護 or 拒絶

暫定拒絶
通報可能

期間

12 or 18 か月2 か月 2 – 3 か月

10 年

管理:更新
10年ごと

手続の流れ

(1)出願・本国官
庁における認証

(2)国際事務局に
おける方式審査

・国際登録

(3)指定国における実体審査

16

国際登録日
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(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

17
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本国官庁における認証事項は以下のとおり（規則9(5)(D)）

➢ 願書の受理日(i)

➢ 基礎商標との関係

・名義人（出願人）(ii)

・立体商標、団体商標(iii)

・標章(iv)

・色彩の主張(v)

・商品・役務(vi)

※国際事務局が国際登録出願を本国官庁が受理した日から２ヶ月以内に受理
したときは、本国官庁の受理日が国際登録日となります。

国際出願の受理 方式審査

方式不備 署名なし

認証・署名

本国官庁における審査

18
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(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

19
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MM2受理 方式審査

欠陥通報 みなし取下げ

通報・公報翻訳

国際事務局における審査・国際登録

20

➢ WIPOは方式事項（料金など）、指定商品役務の分類及び表示について審査

➢ 不備がある場合は、WIPOは名義人又は代理人に、Irregularity Letter（欠陥通報）を送付

※分類欠陥（規則12(1)）、表示欠陥（規則13(1)）、その他の欠陥（主に料金）（規則11）

➢ 欠陥がない場合又は欠陥が治癒された場合は、出願言語以外へ翻訳し、国際登録簿へ記録（国
際登録）

➢ WIPOは国際登録後、指定国へ領域指定の通報、本国官庁への通知、名義人又は代理人に国際
登録証を送付（規則14(1)）

➢ WIPO公報への掲載（E-Gazette）（規則32(1)(a)(i)）

※WIPOからの通知は、国際出願時に記載された電子メールアドレス宛にEメールで届きます。
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(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

21
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通報の受理 実体審査

暫定的拒絶通報 拒絶確定声明

国内登録保護認容声明

指定国における実体審査

22

➢ 国際出願は指定国の国内法に基づき審査される（議定書4条(1)）

➢ 官庁は指定通報日から１２又は１８か月の期間内に限り暫定的拒絶通報を送付可能（規則
18(2)(a)）（異議申立てによる場合は18か月以降も通報可能（規則16））          

• 官庁はWIPOに暫定的拒絶通報を送付し、WIPOはこれを国際登録簿に記録した後、出願人（国
際登録の名義人）に送付。

➢ 官庁が拒絶の理由を発見しない場合、保護認容声明を送付（規則18の3(1)）。

➢ 暫定的拒絶通報が一部・全部撤回された場合、暫定的拒絶通報後の保護認容声明が送付される。
（規則18の3(2)）

➢ 暫定的拒絶通報を維持する場合、拒絶確定声明が送付される。（規則18の3(3)）

➢ 中国、ガンビア、マダガスカルは、規則第17(5)(e)の宣言により暫定的拒絶通報が審査段階で
の最終的な通知となる。
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指定国における実体審査（続き）

23

➢ 中間ステータスの通報

いくつかの官庁では、審査の途中経過について名義人に通知する場合あり（例えば、審査は終
了したが、異議申立のために公告される場合など）。このような「中間ステータス」の通報は、
情報提供のためだけに通知されるもので、官庁はこの後に正式な決定内容を通知。

➢ 12又は18ヶ月以内に何の通知も送られてこない場合、保護が認めらたことを意味する（黙示の同
意）。

*期間内に何も通知がなかった場合、拒絶通報期限の約２か月後、Madrid Monitorに、暫定的拒絶通報の期
間は終了しており、暫定的拒絶通報の記録はないため保護されたものとみなされる旨が記載される。
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加盟国の制度情報 ①

➢ Madrid Member Profiles

• 加盟国の本国／指定国での手続（暫定拒絶の応答期
限・起算日、各国の登録証の発行有無、限定による
暫定拒絶の応答の可否、一部指定国における保護継
続に必要な使用証明の提出など）を照会可能なオン
ラインツール。
http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#//

➢ Information Notice

➢ （参考）日本国特許庁 加盟国の制度情報

• 日本の出願人が多く利用する主な指定国に関する制
度情報を提供。

令和元年度：タイ、インドネシア

平成30年度：カンボジア、コロンビア、シンガポール

平成29年度：中国、韓国、イスラエル

平成28年度：欧州連合、インド、メキシコ

https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/modopro
_syohyoseido.html

24

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#//
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/modopro_syohyoseido.html
https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/modopro_syohyoseido.html
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加盟国の制度情報 ②
➢ Information Notice

• 加盟国の制度・運用・個別手数料の額の変更などに関するお知らせあり。

https://www.wipo.int/madrid/en/notices/

25
「Information Notices 」
をクリック

➢ 一部加盟国における使用証明に
関するInformation Noticeの
例

• No. 11/2016

• No. 16/2010及びNo. 9/2016（米国）

• No. 18/2013（フィリピン）

• No. 11/2016（カンボジア）

• No. 41/2015（モザンビーク）

• No. 13/2018及びNo. 14/2018（メキシ
コ） 

https://www.wipo.int/madrid/en/notices/
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登録証と保護証明
➢ 国際登録証（Certification of Registration）

• 国際登録されたときに発行。

➢ 保護認容声明（Statement of Grant of Protection）

• 現在は各国の審査が終了した段階で、保護認容声明を送付することを義務化。

➢ 各国の証明書

• 条約の義務ではないが、各国官庁（アメリカ、韓国、日本など）で保護範囲を示す
独自の登録証明書を発行する場合がある。また、名義人からの請求に応じて、登録
証明書を発行する官庁（中国など）もある。

➢ WIPOが発行する証明書（国際登録簿の抄本）（Certified Extract）

• Detailed Certified Extract：国際登録の状況分析や商標のコピー、変更、拒絶
などの詳細。

• Simple Certified Extract：公報や通報の写し。

• 電子署名付きのデジタル形式で入手することも可能。
http://www.wipo.int/madrid/ja/extracts/index.html 26

http://www.wipo.int/madrid/ja/extracts/index.html
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マドリッド制度の概要～メリット・加盟国・統計情報～

国際登録出願のプロセス

(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

国際登録の管理

国際事務局への料金の支払い方法

オンラインサービス

１

３

２

４

５
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※締約国官庁（日本国特許庁）経由で提出する場合は、日本国特許庁へ郵送又は窓口にて提出します
（日本国特許庁の手数料が別途かかります）。

国際登録の管理

28

➢ 商標が国際登録簿に記録（国際登録）された後は、国際登録の更新や名義人の変更
などの各種の管理手続きを一括で行うことができます。WIPOが国際登録簿に変更
を記録し指定国へ通報しますので、指定国に対する個別の変更手続きは不要です。

手続き ＭＭ様式 ＭＭ様式の提出先 料金(スイスフラン)

事後指定 MM4 WIPO又は締約国官庁 区分数、指定国数等による

名義変更 MM5 WIPO又は締約国官庁 177 (×国際登録数)

商品役務リストの限定 MM6 WIPOへ直接 177 (×国際登録数)

放棄 MM7 WIPOへ直接 無料

取消 MM8 WIPOへ直接 無料

名義人の名称・住所変更 MM9 WIPOへ直接 150（国際登録数にかかわらず）

代理人の名称・住所変更 MM10 WIPOへ直接 無料

更新 MM11 WIPO又は締約国官庁 区分数、指定国数等による

代理人の選任・変更 MM12 WIPOへ直接 無料

すべてオンライ
ン（eMadrid）
による手続きが
可能
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事後指定

29

➢ 指定国の追加
• 国際出願時に指定していなかった国のほか、拒絶された国を改めて指定することも可能
• 国際出願後に加盟した国（事後指定時は発効している必要あり）も追加可能
• ただし、次の国は議定書14条(5)の宣言により議定書の発効前(日付)の国際登録を基に事

後指定不可：エストニア(1998.11.18)、フィリピン(2012.7.25)、インド(2013.7.8)、
ブラジル(2019.10.2)

➢ 商品・役務の追加：国際登録簿に登録されている商品・役務の範囲内で追加可能

➢ 事後指定日（規則24(6)(a)(b)）(=各国への出願日となる)
• WIPOへ申請→国際事務局の受理日(欠陥がない場合。国際登録番号、商品リストなどに

欠陥がある場合、欠陥が是正された日)
• 本国官庁経由で申請→本国官庁の受理日(2ヶ月以内にWIPOが受理した場合。官庁の受理

日から2ヶ月以内に欠陥が是正された場合、官庁の受理日)

➢ 事後指定の効力発生日を遅らせることができる（規則24(6)(d)）
• 国際登録の更新後又は国際登録に関する変更後（MM4のItem6）

➢ 権利期間（規則31(2)）
• 国際登録の期間満了日(事後指定日から10年ではないことに注意)
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名義変更

30

➢ 譲受人が新名義人となるための資格
• マドリッド協定議定書2条(1)における国籍、住所又は営業所の要件を満たすこと

➢ 全部移転又は一部移転が可能
• 一部移転とは、1) 一部の商品役務を、全ての指定国について移転

2) 全ての商品役務を、一部の指定国について移転
3) 一部の商品役務を、一部の指定国ついて移転

• 一部移転の場合、移転された部分はもとの国際登録とは別の国際登録となる（例：IRN 1234567A）

➢ 全部移転の場合は、同一名義人の複数の国際登録を1つの手続きで変更可能

➢ 代理人の選任
• 全部移転の場合、旧名義人の代理人は新名義人により再選任されない限り職権で抹消

➢ WIPOへの譲渡証書などの証明書類の提出は不要

➢ WIPO は名義変更を国際登録簿に記録後、指定国官庁に通報。指定国官庁は、国内法令に照らし、名義
変更が当該指定国において効力を有するか否かを判断できる。指定国において名義変更が認められない
場合、WIPOの通報日から18か月以内に指定国官庁は名義変更無効の宣言を送付（27規則(4)）。
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限定、放棄、取消

31

限定（MM6）

Limitation

放棄（MM7）

Renunciation

取消（MM8）

Cancellation

商品役務 一部商品役務 全商品役務 一部・全商品役務

指定国 一部・全指定国 一部指定国 全指定国

手数料 177 スイスフラン 不要 不要

登録簿への効果 残存 残存 抹消

事後指定の可否 可 可 不可
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国際登録の存続期間と更新

国際登録日 満了日
10年間 10年間

６月 6月
(割増料金)

事後指定

32

改正前（～2022.10.31） 改正後（2022.11.1～）

手続期間 実質的に更新日前３か月 実質的に更新日前６か月

猶予期間 更新日から６か月 更新日から６か月

国際登録簿への記録 更新日の翌日 更新料の納付を確認次第、更新日
を待たず、更新を記録

更新登録証 更新日以降に入手可能 更新日前に入手可能

➢ 国際登録の存続期間は、事後指定を行った国を含め、国際登録日から１０年。
満了６月前には名義人及び代理人に非公式の通報が送付されます。

➢ 2022年11月の規則改正で、より利便性が向上。

より早期に更新証明書を入手
したいとのニーズを反映
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各種手続きの様式

33

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

様式のダウンロード

オンラインツール

様式記載ガイド

「各種様式」をクリック

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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MM様式(例)

34

. . . .
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作成した様式の提出

35https://www.wipo.int/madrid/en/forms/

「Document Upload 
Service」をクリック

「Upload a form」をクリックし、
作成した様式をアップロード

手続きされる方(名義人又は代理人)
のメールアドレスを入力

複数提出する際、様式ごと
にWIPOの受領確認メールが
必要な場合にチェック

「Submit」をクリックして完了
(WIPOから受領確認メールが届く)

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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36

➢ 代替とは、各指定国の国内商標を国際登録に一本化するための仕組み

➢ 国際登録より前に各国登録を有する名義人は、各国登録から生じる権利を害することなく
（＝国内登録の出願日、設定登録日、優先日などの利益を引き継いで）、各国登録を国際登
録によって代替する（置き換える）ことができる

➢ 代替は、 (1)商標が同一、(2)名義人が同一、(3)国際登録の保護（国際出願時の領域指定又
は事後指定）が国内登録後にその指定国に及んでいる、(4)国際登録に国内登録の指定商
品・役務が含まれている（※部分代替含む）、場合に自動的に効果が発生する

➢ 代替の効果を国際登録簿に明記することを希望する場合、名義人は、指定国の官庁に対し、
当該国の国内登録簿に国内登録が国際登録によって代替されている旨を記録する申請を行う
（様式や手数料は各国による）

➢ 指定国の官庁は、前記申請により代替を記録した場合は、国際事務局に通報する

➢ 国際事務局は、指定国官庁からの通報に基づき国際登録簿に代替を記録し、その旨を名義人
に通報する

➢ 国際登録と代替された国内登録は共存可能（国内登録を維持し続けることも可能）

※部分代替については、2021年11月の規則改正で認められることが規則上明確化されたが、

一部締約国においては2025年2月1日まで適用の猶予あり

代替（Replacement） [議定書4条の2, 第21規則]
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マドリッド制度の概要～メリット・加盟国・統計情報～

国際登録出願のプロセス

(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

国際登録の管理

国際事務局への料金の支払い方法

オンラインサービス

１

３

２

４

５
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WIPO国際事務局への料金の支払い方法

➢ MM様式による手続き

• 銀行送金

• WIPO予納口座

➢ オンラインツールによる手続き 

• クレジットカード

• WIPO予納口座

38
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WIPO予納口座

39

✓ 開設時に2,000スイスフラン以上のデポジットが必要

✓ 口座の管理費用はかからない（利息もなし）

✓ WIPO予納口座の開設方法は、WIPOウェブサイトトップページ > Protect ＆
Manager > Paying for IP Services > Current Account at WIPOで詳細をご
確認ください。

「Current Account at 
WIPO」をクリック

日本語が選択可能
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銀行送金

40

振込先銀行：Credit Suisse

銀行所在地：CH-1211 Geneva 70 SWITZERLAND

受取人名称：WIPO

受取人住所：34, chemin des Colombettes, CH-1211 
Geneva 20, Switzerland

口座番号(IBAN)：CH51 0483 5048 7080 8100 0

SWIFT/BIC code ： CRESCHZZ80A

✓ 銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用

✓ スイスフラン建てで事前(手続き前)に送金

✓ 送金からWIPO受領までに3日以上かかる

✓ 複数の手続きについて一括支払いする際は各手続き
と金額のリストをWIPOへ送付(Contact Madrid)

✓ 送金時の通信欄の記載によりWIPO会計担当者が手
続きとの紐づけを行う。紐づけができない場合、処
理が遅れる/料金欠陥通報が通知される可能性

✓ 送金手数料・中継手数料は送金者負担、国際事務局
側の受取手数料は国際事務局負担

✓ WIPOは支払い受領から10日以内に領収書を発行

✓ 10日以内に届かない場合はWIPOへ連絡(Contact 
Madrid)

通信欄(受取人への連絡事項欄)に以下を記載(*1) 
❑手続きコード(出願「EN」、事後指定「EX」、など) 

(*2) 
❑国際登録番号(出願時は基礎出願/基礎登録番号)
❑名義人又は出願人名
❑商標名(出願時、文字商標の場合)

(*1) 文字数制限があるため、上から順にアルファベットで可能な限り記載
(*2) Transaction code: 
https://www.wipo.int/finance/en/transaction_codes.html

https://www.wipo.int/finance/en/transaction_codes.html
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マドリッド制度の概要～メリット・加盟国・統計情報～

国際登録出願のプロセス

(1)出願・本国官庁における認証

(2)国際事務局における方式審査・国際登録

(3)指定国における実体審査

国際登録の管理

国際事務局への料金の支払い方法

オンラインサービス

１

３

２

４

５
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WIPO本部ウェブサイト マドリッド制度のページ

42

eMadridへの
リンク

法令・ガイド、手数料計算ツールなどの
商標ユーザーのためのリソース

制度に関する最新情報につい
てニュースレターの購読
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WIPO ユーザーアカウント

43

➢ Global Brand DatabaseやMadrid Monitorでは、WIPOユーザーアカウントにログ
インしている場合にのみ利用可能な機能あり。

➢ オンラインツールで各種手続き（更新、限定、住所変更など）を行う場合はWIPO
ユーザーアカウントでのログインが必要。

➢ WIPO IP Portalの「Create WIPO Account」からアカウントを作成できる。



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

WIPO IP Portal からの各種オンラインサービスへのアクセス

44

「IP Portal – Trademark tools」から利用したいサービスを選択。

44
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WIPOが提供するマドリッド関連オンラインサービス

45

Global Brand Database (国際登録及び各国商標のDB)

Madrid Goods & Services Manager(商品やサービス表示のDB)
Madrid Member e-Filing（出願）
Madrid Profiles (各国の手続情報のDB)
Fee calculator（手数料の計算ツール）

•Madrid Monitor(国際登録のステータスや経過情報などのDB)

Manage

Search

File

Monitor

•Madrid Portfolio Manager(登録管理・手続ツール)
•Subsequent Designation(事後指定)
•Change in ownership（名義人の変更)
•Limitation of Goods and Services(限定)
•Renunciation (指定の放棄)
•Cancellation (国際登録の取消)
•Change in Holder Details(名義人の名称・住所・メールアドレスなどの変更)
•Management of Representative (代理人関連手続)
•Renewal(更新)
•Correction（国際登録簿の更正）
•Payment(欠陥通報に対するオンラインでの支払い)
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Global Brand Database ①

46

❑ 無料で使用可能

❑ マドリッド制度を通じた国際商標登録のみならず、GBDにデータを提供している各国・地域官庁へ直接出願
している商標登録も検索可能。6,000万件を超えるデータを収録。

❑ 収録範囲: 

➢ マドリッド制度による国際商標登録データ [WO]

➢ リスボン制度による原産地名称データ [WO AO(LIS) ]

➢ パリ条約第6条の3による紋章・記章のデータ [WO 6TER]

➢ WHO医薬品国際一般名称 [INN]

➢ 各国における国内の商標データ（2023年7月現在の収録国 76ヵ国・地域）

URL: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

※収録範囲の詳細はGBDの「DATA COVERAGE」から確認する
ことができます。

なお、GBDでは各国・地域の商標も収録していますが、全て
のデータが確実に蓄積されていない場合があります。あわせ
て各国・地域の官庁のデータベースも検索することをお勧め
します。

https://www.wipo.int/reference/en/branddb/
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Global Brand Database ②

47

➢ QUICK SEARCH : 標章や名義
人(出願人)等による簡易サーチ

➢ BY BRAND LOGO : 図形サーチ➢ BY BRAND NAME : 文字によるサーチ
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Global Brand Database ③

48

List view Grid view

Gallery view
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➢ 加盟国の本国／指定国での手続（拒絶の応答期限、セントラル・アタック後の再出願の手続など）
の照会が可能。必要な情報のみを表示したり、同じ項目を複数国まとめて照会することも可能。

Madrid Member Profiles ①
https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/

49

https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/
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Madrid Member Profiles ②

50
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Madrid Member Profiles ③

51
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➢ Madrid Goods & Services Manager (MGS)は、 指定商品・役務リスト作成の支援
のための無料オンラインツール。ニース分類、TM5 IDリスト、USPTOのウェブサイ
ト、頻出語などから抽出した12万語を超える表示を収録。

Madrid Goods & Services Manager ①
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en

検索

リスト読み込み

リスト編集

リスト出力

商品・役務リスト

言語選択

指定国での採択可能性

緑 採択可（収録表示）

赤 区分の誤り（異なる区分）

橙 不明（未収録表示）

WIPOにおける採択可能性（商品表示）

52

https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en
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Madrid Goods & Services Manager ②

緑 採択可

赤 採択不可

無色 不明

指定国における採択可能性（国コード）

53
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Madrid Goods & Services Manager ③

➢ 日本語にて指定商品・役務の表示の採択の可否をチェック

➢ 検索した指定商品・役務の表示を英語に翻訳

➢ 国際登録出願の基礎とするための国内出願をする際、予めWIPOや各国での採択の可否も含
めて、日本語の指定商品の表示を検討。

日本語のUIへ変更可

日本と韓国の類似群コード
を追加可能

54

データベースに蓄積されている表示
については他の言語に翻訳可能
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➢ データのエクスポートとインポート

• エクスポート(Export list)

商品・役務の表示のリストを作成した後、”Export list”からリストの保存が可能。

• インポート(Import list)

”Import list”より、エクスポートと同様の形式のデータを取り込むことが可能。

Madrid Goods & Services Manager ④

1

2

55
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Fee Calculator ①  

➢ オンラインで国際出願手数料、更新手数料の額などを計算可能。個別手数料の額は変動するた
め、手続の直前の再度チェックを推奨。

手続種別を選択

手続時に適用される日付を選択

本国官庁（名義人の締約国）を選択

区分数を選択

（例）商品・役務の区分を３区分，３カ国
(CA, CN, EM)を指定する国際出願。

該当項目を選択

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator

56

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator
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Fee Calculator ②

料金計算

基本手数料、各国
の手数料など及び
総額がスイスフラ
ン建てで表示

57
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➢ マドリッド制度により国際登録された商標と国際登録に係る出願の最新の進捗情報を照会できるツール。

➢ 標章についての情報を検索項目欄に入力（国際登録番号、名義人の名称、国際出願番号、図形、日付（国際登
録日など）、本国/指定国、区分（ニース分類、ウィーン図形分類）など）さらに、イメージ検索や様々な検
索キーを用いた高度な検索も可能。

Madrid Monitor ①
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

58

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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Madrid Monitor ②
➢ 照会: 国際登録のステータス確認、及び情報検索を可能としたサービス。暫定拒絶通報の中身なども

確認可能。国際登録のステータス確認をするにはFull Detailsの情報を参照。

国際登録の
概要

59

アラート機能

ダウンロード機能

アラート通知
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Madrid Monitor ③

60

➢ Designation Status: 指定国ごとのステータス、指定区分数などを確認することが可
能。
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➢ リアルタイムステータス（Real-time Status）：特定の国際登録に関する個別手続の
一覧が表示され、それぞれのStatus欄に現在の処理状況を表示（記録済の場合は空欄）。
Status欄の文字にカーソルを合わせると、当該手続の処理段階を図示。

Madrid Monitor ④

61
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Madrid Monitor ⑤

62

国際登録番号がまだ付与されていない出願
についても、基礎番号から検索可能



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

➢ 検索結果一覧: 検索結果一覧の「Filters」より各種統計を参照したり、絞り込みも可能。
また、表示項目の追加など編集、「link to this search」を押下することで、検索パラ
メータと結果について共有リンクを作成。

Madrid Monitor ⑥

WIPO

1234567
World Intellectual 

Property 
Organization

ABC Patent 

wipo

（参考）Madrid Monitorでは、
一覧に指定国や代理人の表示も

可能。（optionsから選択）

WIPO WIPO

（参考）各種絞り込みや、項目
ごとの集計、グラフ/マップ表

示への切替なども可能。 63
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各種手続き用オンラインツール ①

64

➢ Madrid e-Filing ： 国際登録出願を行うためのツール。

1

2

3

4

• 日本国特許庁ホームページ内のURLから
アクセス

• 基礎出願・登録のデータをGlobal brand 
databaseからインポート

• 本国官庁からの不備の指摘への応答、及
び、WIPO国際事務局からの欠陥通報へ
の応答もオンラインで可能
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各種手続き用オンラインツール ②

65

➢ eMadrid ：マドリッド制度オンラインサービスにアクセスするための総合ポータルサイト

➢ Subsequent Designation（事後指定）

➢ Change ownership （名義人変更）

➢ Limitation（限定）

➢ Renunciation（指定の放棄）

➢ Cancellation（国際登録の取消し）

➢ Change holder details（名義人の名称等変更）

➢ Appointment of representative（代理人の選任）

➢ Renewal（更新）

➢ Correction（更正）

➢ その他書面のアップロード、各種証明書の請求手続き など
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オンラインセミナー(Webinar)

66
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世界知的所有権機関（WIPO） 日本事務所

〒100-0013

東京都千代田区霞が関1丁目4-2

大同生命霞が関ビル3階

WIPO日本事務所

Tel: 03-5532-5030

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

ありがとうございました
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